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宮城県内で構造計算適合性判定業務を開始しました。 

令和 4年 1月 21日 

一般財団法人ベターリビング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般財団法人ベターリビング（理事長 井上俊之）では、令和 4年 1月 21日より宮城

県内の建築物についての建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を開始しました。 

 

【概要】 

・新たに判定の業務を行う区域 

  宮城県の全域 

 

・判定の業務を行う建築物 

  建築基準法第６条の３第１項の全部（建築確認に係る適判）及び建築基準法第１８

条第４項（ただし、知事が別に定めるもの*に限る）に基づく判定の業務   

   *建築基準法第１８条第２項の通知に係る建築物（建築主が宮城県である場合を除く） 

 

・なお、仙台構造判定分室では、宮城県内の建築物に係る構造計算適合性判定の受付取

次業務のみを行います。お問い合わせ等は以下の本部又は名古屋構造判定分室までお

願いいたします。 

 

【問い合わせ先】 

＜本部 構造判定部＞ 営業時間 9:30～17:30 

  mail：kozotekihan@cbl.or.jp 

  TEL：03-5211-0738  FAX：03-5211-0627 

   

＜名古屋 構造判定分室＞ 営業時間 9:15～17:15 

  mail：kozo-nagoya@cbl.or.jp  

  TEL：052-212-9056  FAX：052-212-9057 

  〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル 2F 

 

●仙台 構造判定分室  営業時間 9:30～17:30 

   TEL：022-797-8860  

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉二丁目 2 番 40 号 
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【参考】 

ベターリビングでは、東京都、北海道、愛知県など、1都 1

道 31県で構造計算適合性判定業務を実施しています。 

 

規模要件等の制限はホームページよりご確認いただけます。 

 

財団ホームページ 構造計算適合性判定［建築基準法］  

https://www.cbl.or.jp/standard/tekihan/index.html 

 

規模要件等制限あり 

制限なし 


